
- 1 -

○
経
済
産
業
省
令
第
百
十
二
号

弁
理
士
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
一
条
第
六
号
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
弁
理
士
法
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
八
日

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

弁
理
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

弁
理
士
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
情
報
処

理
技
術
者
試
験
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
」
を
「
情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
第
四
十
一
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
規
則
第
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
に
よ
り
情
報
処
理
技
術
者

試
験
」
の
下
に
「
の
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
八
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
七
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

八

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
百
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
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に
よ
り
情
報
処
理
安
全
確
保
支
援
士
試
験
の
合
格
証
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

第
三
条
の
表
の
上
欄
の
第
五
号
に

掲
げ
る
科
目

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


